
【 相続税・贈与税】
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A

B

住 宅 取 得 等

資 金 に 係 る

相 続 由 精 算

課 税 制 度 の

特 例

物 納 制 度

措 法 7 0 の 3

7 0 の 3 の 2

相 法 3 8

相 法 3 9

相 棒 4 1

相 法 4 2

相 法 4 4

相 法 4 5

相 法 ∠娼

相 法 ∠娼

相 法 4 8 の 2

相 法 5 3

（1） 住 宅 取 得 等 資 金 に 係 る 相 続 時 精 算 課 税 制 度 の 特 例

の 適 用 期 限 を 2 年 延 長 す る 。

（2 ） 相 続 税 の 物 納 制 度 に つ い て ， 手 続 の 明 確 化 ・迅 速

化 等 の 観 点 か ら 次 の 見 直 し を 行 う 。

① 物 納 不 適 格 財 産 の 明 確 化 等

イ 抵 当 権 が 設 定 さ れ て い る 不 動 産 ， 境 界 が 不 明

確 な 土 地 等 の 一 定 の 財 産 を 物 納 不 適 格 財 産 （管

理 又 は 処 分 を す る の に 不 適 格 な 財 産 ） と し て 定

め ， そ の 範 囲 の 明 確 化 右 図 る 。

ロ 市 街 化 調 整 区 域 内 の 土 地 ， 接 道 条 件 を 充 足 し

て い な い 土 地 （い わ ゆ る 無 道 路 地 ） 等 の 一 定 の

財 産 を 物 納 劣 後 財 産 （他 に 物 納 適 格 財 産 が な い

場 合 に 限 り 物 納 を 認 め る 財 産 ） と し て 定 め ， そ

の 範 囲 の 明 確 化 を 図 る 。

ハ 物 納 申 請 さ れ た 財 産 が 物 納 不 適 格 財 産 に 該 当

す る 場 合 ， 耳 は 物 納 努 後 財 産 に 該 当 す る 場 合 で

あ っ て 他 に 物 納 適 格 財 産 を 有 す る と き は ， 税 務

署 長 は 当 該 物 納 申 請 を 却 下 す る 。

こ の 場 合 に お い て ， 申 請 者 は ， 当 該 却 下 の 日

か ら 2 0 日 以 内 に ， 一 度 に 限 り 物 納 の 再 申 請 を す

る こ と が で き る こ と と す る 。

② 物 納 手 続 の 明 確 化

イ 物 納 財 産 を 国 が 収 納 す る た め に 必 要 な 書 類 と

し て ， 物 納 財 産 の 種 類 に 応 じ ， 登 記 事 項 証 明 書 ，

測 量 図 ， 境 界 確 認 書 ， 要 請 に よ り 有 価 証 券 届 出

書 等 を 提 出 す る 旨 の 確 約 書 等 一 定 の 書 類 を 定 め

る と と も ．に ，・ 申 請 者 は ， こ れ ら の 書 類 を 物 納 申

請 時 に 提 出 す る 。

ロ 提 出 さ れ た 物 納 手 続 に 必 要 な 書 類 の 記 載 に 不

備 が あ っ た 場 合 又 は 物 納 手 続 に 必 要 な 書 類 の 提

出 が な か っ た 場 合 に は ， 税 務 署 長 は ， こ れ ら の

必 要 書 類 の 補 正 又 は 提 出 を 申 請 者 に 請 求 す る こ

と が で き る こ と と す る 。

こ の 場 合 に お い て ， 請 求 後 2 0 日 以 内 に 物 納 手

続 に 必 要 な 書 類 に つ い て 補 正 又 は 提 出 が さ れ な

か っ た 場 合 に は ， 物 納 申 請 を 取 り 下 げ た も の と

み な す 。

ハ 税 務 署 長 は ， 1 年 以 内 の 期 限 を 定 め て ， 廃 材

の 撤 去 そ の 他 の 物 納 財 産 を 収 納 す る た め に 必 要

な 措 置 （物 納 を 許 可 す る た め に 必 要 な も の に 限

る 。） を 講 ず べ き こ と を 申 請 者 に 請 求 す る こ と

が で き る こ と と す る 。

こ の 場 合 に お い て ・， 期 限 内 に 当 該 措 置 が さ れ

2 年 延 長

平 成 1 8 年 4 月 1 日

以 後



なかった場合には，物納 申請 を取 り下げた もの

とみなす。

ニ 物納手続 に必要な書類 の準備や廃材 の撤去等

の措置に時間 を要す る場合 には， 申請者の届 出

に よ り， 上 記 イ ， ロ又 は ハ に係 る期 限 を， 上 記

イの場合 には物納 申請期限か ら，上記 口及びハ

の 場 合 には 必 要 書 莞自の 補 正 等 の請 求 が あ っ た 目

か らそれぞれ最長 1 年間延長す ることがで きる

こ と とす る。

ただ し，一度の届 出で延長で きる期 間は 3 ケ

月 まで とし，期間満 了時 には， 1 年 に達 す るま

で，再届出 によ り延長す る。

ホ 税務署長が物納 を許可す る際 に，必要 に応 じ，

後 日にお いて汚染地で あった ことが判 明 した場

合 に必要な措置 を講ず ること，有価証券 を売却

す るため に必要な書類 を提 出す ること等 の条 件

を付 す こ とが で き る こ と とす る。

なお，そ の条件 に違反 した場合 には， 5 年以

内 に限 り， 物 納 の許 可 を取 り消 す こ と が で き る

こ と とす る。

③物納 申請 の許可 に係 る審査期 間の法定等

イ 税務署長 は，物納 申請 の許可 又は却下 を物納

申請 期 限 か ら 3 ケ 月以 内 に行 う。

ただ し，物納財産が多数 となるなど調査 等に

相 当の 期間 を要す る と見込 まれ る場 合 には，

6 ケ 月以 内 （積 雪 な ど特 別 な事 情 に よ る もの に

つ いて は ， 9 ケ 月以 内） とす る こと が で き る こ

と とす る。

ロ 物納手続 に必要 な書類 の提 出期 限が申請者の

届 出によ り延長 された場合 （上記② ニ） におけ

る上記イ の審査期 間は， 当該届 出 （当該必 要書

類 が提出 され た ものに限 る。） に係 る延長期 間

の満 了 目か ら起 算 す る。

ハ 物納手続 に必要 な書類 の補 正若 しくは提 出の

請求 又は廃材 の撤去等 の措置 の請求 があった場

合 （上記② ロ及 びハ） には， その補 正若 しくは

提 出又は措置 に要す る期 間 （上記② ニによ り延

長 された期 間 を含 む。） は， 上記イ の審査期 間

に算入 しない。

ニ 上記イ か らハまでの審査期 間内に許可又は却

下 を しな い 場合 に は， 物 納 を 許 可 した もの とみ

なす。

④物納 申請 を却下 された者の延納の申請

物納 の許 可を申請 した者について，延納による

納付 が可能 である ことか ら物納申請の全部又は一

部 が却 下された場合には，20 日以内に延納の 申請

を行 う こ とが で き る こ と とす る 。

⑤延納 中の物納の選択

相続税 を延納中の者が，資力の状況の変化等 に

7 2



公示制度 附則59

よ り延納による納付が困難 とな った場合 には， 申

告期限か ら10 年以内 に限 り，延納税額か らそ の納

期限の到来 した分納税額 を控除 した残額 を限度 と

して，物納 を選択す ることがで きる制度 を創設す

る 。

この場合 におけ る物納財産の収納価額は，そ の

物納に係る 申請時の価額 とす る。ただ し，税務署

長は，収納の時 まで にそ の物納財産の状況 に著 し

い変化を生 じた ときは，収納時 の現況 によ りそ の

物納財産の収納価額 を定め ることがで きることと

する。

⑥ その他所要の措置

イ 金銭又は延納 によ る納付困難要件 につ いて，

その判定方法の明確化 を図 る。

ロ 物納財産の性質，形状，そ の他の特徴 によ り，

金銭による納付 を困難 とす る金額 を超え る金額

の物納財産を収納す ることについてやむ を得な

い事情がある と認め られ る場合 には，税務署長

は，当該財産の物納 を許可す ることがで きるこ

と とす る 。

ハ 物納によ り納付が完 了され るまで の間 につ い

て利子税の負担 を求め る。

ただ し，審査事務 に要す る期間 につ いて は，

利子税を免除す る。

ニ その他所要の措置 を講ず る。

（注） 上記の改正は，平成 18年 4 月 1 日以後 に

相続又は遺贈 によ り取得 した財産 に係 る相

続税 について適用する。

（ 3） 相続税，贈与税の 申告書 に係 る公示制度 を廃止す

る 。

（注） 上記の改正は，平成 18 年 4 月 1 日以後 に公示

する場合 につ いて適用す る。

平成 18年 4 月 1 日

以後

【 消 費 税】
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簡 易 課 税 制

度 の 届 出

寸、 法 3 7 の 2 災 害 に 伴 う や む を 得 な い 事 情 に よ

税 の 選 択 を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た 課

当 該 災 害 の や ん だ 日 か ら 2 月 以 内 に ，

を 変 更 す る 必 要 が 生 じ た 旨 の 申 請 書

し ， 承 認 を 受 け た 場 合 に は ， そ の 選

等 の 所 要 の 措 置 を 講 ず る 。

消 費 税 の 簡 易 課

期 間 に つ い て は ，

簡 易 課 税 の 選 択

税 務 署 長 に 提 出

の 変 更 を 認 め る

平 成 1 7

か ら

4 1 日



【 酒

C

税】

ビール に係

る税率の特

例

その他 （平

成15年度税

制改正分）

描法87の 6

描法87

（ 1） ビール に係る酒税の税率の特例措置 につ いて，新

規参入者の適用対象期間を製造免許 を受けた 日か ら

5 年 （現行 3 年）に延長 した うえ，その適用期限 を

2 年延長する。

（ 2） 清酒等に係る酒税の税率の特例

対象 とされる酒類に係る軽減割合は，それぞれ次

の とお り とす る。

2 年延長

【 住 民 税】

定率減税 の

廃止等

（平成 17年

度税制改正

分）

個人住民税

の非課税措

置（平成 17

年度税制改

正分）

7 4

H 17地法附

則2 ①，6①

H 17地法 附

則2 ②～⑤，

6 ② ～⑤

（ 1） 定率減税 の廃止

① 定率減税 は，平成18年度分 をもって廃止す る。

② 上記①の定率減税 の廃止 に伴 い居住者 の予定納

税基準額の計算 の特例及び確定 申告書 の提 出の特

例 につ いては平成 18年分 をもって，居住者 の給与

等又は公的年金等 に係 る源泉徴収の特例及び居住

者の年末調整の特例 につ いては平成 18年 12 月31 日

をもって廃止す るとともに，税源移譲 に伴 い最高

税率の特例 を廃止 し，特定扶養親族 に係 る扶養控

除の額の加算の特例並び に法人税率の特例及び法

人事業税率の特例 を本則の制度 とす る。

③ その他所要の措置 を講ずる。

（ 2） 定率減税の額につ いて，次のよ うに引 き下げ る。

（ 3） 年齢6 5歳 以上 の者 の うち前年 の合 計所得 金額 が

125 万 円以下 の もの に対 する個人住 民税の非課 税措

置を廃 止する。

この改正は，平成 18 年度 分以後 の個人住民税 につ

いて適用 する。 ただ し，経 過措置 として，平成 17年

1 月 1 日にお い て65 歳 に達 して い た 者 で あ っ て ， 前

平成 18 年 6 月徴収

分以後

平成18年度分以後

清酒又は しょちゅう‾

平成 15年 4 月 1 日 か ら
平成 18年 3 月3 1 日ま で 100 分 の 70

甲類 平 成 18年 4 月 1 日 か ら
平成2 0年 3 月3 1 日ま で 100 分 の7 5

合 成 清 酒，果 実 酒 又

は発泡酒

平成 15年 4 月 1 日か ら
平成2 0年 3 月3 1 日ま で 100 分 の7 0

し　 ち　 一　 類

平成 15年 4 月 1 日か ら
平成 19年 3 月3 1 日ま で 100 分 の7 0

よ　 ゆ つ 甲犬、 平 成 19年 4 月 1 日か ら
平成 2 0年 3 月3 1 日ま で 100 分 の7 5



年の合計所 得金額が 125万 円以下で ある ものについ

ては，以下 のような減額措 置を講 ずる。

試験研究費

に係る税額

控除制度

地法附則 8 （ 4） 中小企業者等 の試験研究 費に係る法人住民税の特

例措置 につ いて，平 成 18 年 4 月 1 日か ら平成20 年 3

月31 日まで の間に開始す る各事業 年度 において，課

税標準 となる法人税 額か ら控除する額 に，試験 研究

費のうち比較試験研究 費を上回る部分 の額の 5 ％を

加 える措置 を 2 年 間の時限措置 として講ず る。

平成 18 年 4 月 1 日

から平 成20 年 3 月

3 1 日 まで の 間 に 開

始する事業年度

【 事 業 税】

【 固定資産税】

7 5

平成18年度分 所得割及び均等割の税額の 3 分の 2

平成19年度分 所得割及び均等割の税額の 3 分の 1

C

C

地 法72 の 2

地 法72 の 12

地 法72 の24

の 2

地法 附則 9

地法 附則 9

（1） 保険業法 の改正 に伴い， 同法に新たに規定された

少額短期保険業 に係 る法人事業税 ついて，生命保険

業及び損害保 険業 と同様 の課税方 式 とし，課税 標準

で ある収入 金額 は， 各事 業年度 の正味収入保険料に

100分 の40 を乗 じて得 た金額 とする とともに，収入金

額 の 2 分 の 1 に相 当する金額を収入金額か ら控除す

る課税標準 の特例措 置を 5 年間に限 り講ず る。

（2） 無償減資等 を行 った法 人に係 る法人事 業税 の資本

割 の課税標準 の特例 措置 の適用期 限を 2 年延長する。

平成 18 年 4 月 1 日

か ら平成23 年 3 月

3 1 日までに開始す

る事業年度

2 年延長

重奏
B 耐 震改修 さ

れた既存住

宅 について

の減額措置

地法附則 16 （1） 既存住宅 を耐震 改修 した場合の当該住 宅に係る固

定資産税 につ いて，次 の とお り税 額を減 額する措置

を講ず る。

① 昭和 57年 1 月 1 日以 前か ら存 していた住宅 につ

いて，平成 18年 1 月 1 日か ら平成27 年 12 月3 1 日ま

で の間 に，建築 基準 法 に基づ く現行 の耐 震基準

（昭和先年 6 月 1 日施行） に適 合させ るよ う一定

の改修工事 （一戸 当た り工事 費30 万円以上のもの

に限る。） を施 した場合 にお いて，そ の旨 を市 町

村 に申告 した ものに限 り，当該住宅 に係る固定資

産税 の税額 を 2 分の 1 減 額す る。

② 減額は，改修 工事が完了 した年の翌年度 分の固

定資産税か ら，工事完了時期に応 じ，平成 18 年 1

月 1 日か ら平成2 1年 12 月3 1 日までに改修 した場合

は 3 年度分，平成22 年 1 月 1 日か ら平成24 年 12 月

3 1 日までに改修 した場合は 2 年度分，平成25 年 1

月 1 日か ら平成27 年 12 月3 1 日までに改修 した場合

は 1 年度 分それぞれ実施する。

③ 減 額 の対 象は，一戸 当た り120平 方 メー トル相

当分まで とする。

平成 18 年 1 月 1 日

か ら平成27 年 12 月

3 1 日まで



土地 に係 る

固定資産税

の負担の調

整措置

地法 附則

1 8，18 の 2 ，

1 9，25，25 の

2 ， 三禿

④ 減 額を受けよう とする対象住宅の所有者は，上

記耐震基準 に適 合 した工事である ことにつき，地

方公共団体 ，建築 士，指定住 宅性能評価機 関又は

指 定確 認検 査機 関が発行 した証明書を添付 して，

改修 後 3 月以内に市町村に 申告 しなければな らな

い こ と とす る。

（ 2） 土地に係る固定資産税の税負担の調整措置

平成 18年 度か ら平成20 年度までの土地に係る固定

資産税 の負 担調整措 置について，次の とお りとする。

① 宅地

平成18 年度評価 替えに伴い，宅地に係る負担調

整措 置については，商業地等の宅地に係る課税標

準額 の法定上限 （評価 額の70 ％）を維持する とと

もに，平成 16 年 度 か ら講 じられている地方公共団

体 の条例による減額制度を継続する。 また，課税

の公平及び制度の簡素化の観点か ら，負担水準が

低 い宅地について，その均衡 化を一層促進する措

置を講ず る。

イ 商業地等

（イ） 負担水準が 70 ％ を超える商業地等 について

は，当該年度の評価額の 70 ％を課税標準額 と

する。

（ロ） 負担水準が60 ％以上 70 ％以下の商業地等 に

ついては，前年度の課税標準額を据え置 く。

ト） 負担水準が60 ％未満の商業地等 については，

前年度 の課 税標 準額 に当該年 度 の評価額 の

5 ％を加えた額を課税標準額 とする。ただ し，

当該 額が，評 価 額 の60 ％を 上回 る場 合 には

60 ％ 相 当額 とし，評価額の 20 ％を 下回る場合

に は20 ％ 相 当 額 とす る 。

（ニ） 商業地等の固定資産税につ いては，課税標

準額の法定上限である 70 ％の場合 に算定 され

る税額か ら，地方公共団体の条例の定め ると

こ ろ に よ り， 当 該 年 度 の 評 価 額 の60 ％ か ら

70 ％の 範囲で条例で定める割合 によ り算定 さ

れる税額 まで，一律 に減額す ることがで きる

措置を継続する。

、ロ 住宅用地

（イ） 負担水準が 80 ％以上の住宅用地 につ いて は，

前年度の課税標準額 を据え置 く。

（ロ） 負担水準が 80 ％未満の住宅用地 につ いて は，

前年度の課税標準額 に， 当該年度 の評価額 に

住宅用地特例率 （6 分の 1 又は 3 分 の 1 ） を

乗 じて得た額 （以下 「本則課税標準額」 とい

う。）の 5 ％ を加 えた額 を課税標準額 とす る。

ただ し， 当該額が，本則課税標準額 の80 ％を

上回る場合 には 80 ％相 当額 とし，本則課税標

準額の 20 ％ を下回 る場合 には20 ％相 当額 とす

る。

平成 18年度か ら平

成20 年度 まで
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地法附則15

地法附則15

地法附則15

地法702

ハ 平成19年度及び平成20年度 におけ る価格 の修

正

据置年度 にお いて簡易な方法 によ り価格の下

落修正がで きる特例措置 を継続する。

ニ 著 しい地価下落 に対応 した臨時的な税負担 の

据置措置は廃止す る。

（塾 農地

一般農地及び一般市街化区域農地に対する固定

資産税の負担調整措置は，現行 と同様 とする。

特定市街化区域農地については，従来 どお り一

般住宅用地 と同様の取扱い とする。

（ 3） 特定特殊 自動車排出ガスの規制等に関する法律 に

おける基準適合表示の付された特定特殊 自動車に係

る固定資産 税について，課税標準を最初の 3 年間価

格の 2 分の 1 とする措置を，同法に基づき，特定特

殊 自動車に対 して，その定格出力及び燃料の種類 ご

とに定め られる規制の開始までの期間 （軽油を燃料

とする特定特殊 自動車で定格 出力が 130k W 以上王詭O

k W 未満の ものにつ いて は， 当該 規制の開始後 1 年

を経 過するまでの期 間） に限 り講ずる。

（ 4） 公害防止用設備 に係る固定資産税の課税標準の特

例措 置 に つ い て， 次 の とお り見 直 しを 行 っ た うえ ，

その適 用期 限を 2 年延長する。

① 対象か ら水銀 又はその化合物を含む汚泥のばい

焼 施設，汚 泥等 に含まれるシア ン化 合物の分解施

設， 産業廃棄物 の遮断型最終処 分場及びばい煙を

処理 するための煙 突を除外する。

② 廃 油焼却 施設， 廃プラスチ ック類破砕施設及び

廃 プラスチ ック類焼却 施設については課税 標準を

価格 の 3 分の 2 （現行 2 分の 1 ） とする。

③ 自動車等 破砕物処理施 設については課税標準を

価格 の 4 分の 3 （現行 3 分の 2 ） とする。

④ 水質汚濁 防止 法の特 定事業 場に係る地下水の水

質 を浄化す るための施 設については課税標準を価

格 の 2 分の 1 （現 行 3 分の 1 ） とす る。

⑤ ダイオキシ ン類処理 施設に係 る優 良更新 代替設

備 については課税 標準 を価格 の 3 分の 2 （現行 2

分 の 1 ） と す る。

（ 5） 介護保険事 業支援 計画に基づき整備 が必要な地域

において開設される介護老 人保 健施設の用に供する

家屋及び償 却資産 に係る固定資産 税の課税標 準の特

例措置を所要の経 過措置を講 じたうえで廃止する。

（ 6） 都市計画法の改正に伴い，都市計画税 の課税 区域

に 係 る 規 定 の 整 備 を 行 う。

平成 18年 4 月 1 日

から平 成 19年 9 月

3 0 日 まで の 間 （一

定の もの につ いて

は平成 18 年 4 月 1

日か ら平 成 20年 9

月30 日 まで の 間 ）

に取得
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【 そ 他】
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≡：≡：≡：；：≡：洗 ・：；：

C

C

C

C

郵 送 等 に 係

る 書 類 の 提

出 時 期

国 通 法 2 2

国 通 法 4 3

国 徴 法 1∠蛤

の 2

（1） 郵 送 等 に 係 る 書 類 の 提 出 時 期 に つ い て ， 後 続 の 手

続 に 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の な い 書 類 と し て 国 税 庁 長

官 が 定 め る も の が 郵 便 等 に よ り 提 出 さ れ た 場 合 に は ，

そ の 郵 便 物 等 の 通 信 日 付 印 に よ り 表 示 さ れ た 日 に そ

の 提 出 が さ れ た も の と み な す 。

（注 ） 上 記 の 改 正 は ， 平 成 18 年 4 月 1 日 以 後 に 郵 便

等 に よ り 提 出 さ れ る 書 類 に つ い て 適 用 す る 。

（2 ） 更 正 の 請 求 に つ い て ， 申 告 等 に 係 る 課 税 標 準 等 又

は 税 額 等 の 計 算 の 基 礎 と な っ た 事 実 に 係 る 国 税 庁 長

官 の 法 令 の 解 釈 が 変 更 さ れ ， そ の 解 釈 が 公 表 さ れ た

こ と に よ り ， そ の 課 税 標 準 等 又 は 税 額 等 が 異 な る こ

と と な る 取 扱 い を 受 け る こ と と な っ た こ と を 知 っ た

場 合 i・こ は ， そ の 日 の 翌 日 か ら 2 月 以 内 に 更 正 の 請 求

を す る こ と が で き る こ と と す る 。

（注 ） 上 記 の 改 正 は ， 平 成 18 年 4 月 1 日 以 後 に 国 税

庁 長 官 が 法 令 の 解 釈 を 変 更 し た こ と を 公 表 し た

こ と に よ る も の か ら 適 用 す る 。

（3 ） 国 税 の 徴 収 の 所 轄 庁 に つ い て ， 税 務 署 長 は ， 必 要

が あ る と 認 め る と き は ， そ の 徴 収 す る 国 税 に つ い て

他 の 税 務 署 長 に 徴 収 の 引 継 ぎ を す る こ と が で き る こ

と と す る 。

（4 ） 官 公 署 等 へ の 協 力 要 請 に つ い て ， 徴 収 職 員 は ， 滞

納 処 分 に 関 す る 調 査 に つ い て 必 要 が あ る と き は ， 官

公 署 又 は 政 府 関 係 機 関 に ， そ の 調 査 に 閲 し 参 考 と な

る べ き 簿 書 及 び 資 料 の 閲 覧 又 は 提 供 そ の 他 の 協 力 を

求 め る こ と が で き る こ と と す る 。

平 成 18 年 4 月 1 日

以 後

平 成 18 年 4 月 1 日

以 後


